
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

9,380

昭和47 43年度 年度

6,013（4,238）

23

経過年数

　区レベルにおいて地域活動を行っている団体に交付される補助金であり，交通安全，
スポーツ，男女共同参画，地域活性化の４分野において事業補助を行う。
　複数分野にわたる補助金であるため，詳細は事項からの個別補助金調書に記載。

担当課
（連絡先）

補助金名 地域振興補助金

10,262

交付先決定方法
　　□　公募
　　□　非公募

10,980

17

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

次項からの個別補助金調書に記載

（非公募の場合）
非公募の理由

次項からの個別補助金調書に記載

補助開始年度

次項からの個別補助金調書に記
載

27

□　団体

次項からの個別補助金調書に記載

区レベルの
地域活動推進協議会等

区分 その他の補助金

　□　その他

年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

前年度補助事業
の主な実施概要

　区レベルにおいて地域活動を行っている団体に交付される補助金であり，交通安全，スポー
ツ，男女共同参画，地域活性化の４分野において事業補助を行った。

回

終期を延長する
理由

補助金の終期 平成28

補助金交付
による効果

　区レベルでの地域活動への支援を行うことにより，地域コミュニティの活性化に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　補助金により，補助対象経費や補助金額の算定方法が異なる。
　詳細は事項からの個別補助金調書に記載。



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

当該年度 前々々年度

7 7 7

前年度 前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

（4,238） 4,201 4,200

前年度補助事業
の主な実施概要

4,238

四季の交通安全運動の実施
交通安全教室，街頭キャンペーンなどの実施

補助金交付
による効果

交通事故の発生件数が，年々減少傾向にある。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　□　その他

【補助対象経費】
四季の交通安全運動時の啓発物購入費等
【補助金額の算定方法・考え方】
事業を実施し，目的を達成していくために必要な額

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金の目的
及び

補助対象事業

【目的】
　福岡市の交通安全思想の普及・啓発及び交通安全教育の充実強化を図り，交通事
故のない快適で完全なまちづくりを推進するもの。
【対象事業】
  （１）交通安全思想の普及
　（２）交通安全教育の強化
　（３）道路等の整備促進
　（４）交通安全施設の整備促進
　（５）交通環境の整備促進
　（６）その他

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 0 回

（非公募の場合）
非公募の理由

　校区交通安全推進協議会は、本市の交通事故の絶滅，その他交通の安全と円滑を
図るために実施する諸事業を鑑み，本市の交通安全に寄与し，市民の福祉の向上に多
大な役割を果たすことを目的としている。
　この目的を遂行するために，市内の各行政機関や県警察，各種交通関係団体，企業
等の代表者が委員として構成されており，このように官民が一体となり福岡市全体で交
通安全推進に取り組む団体は他にない。
　以上のことから、本補助金は公募に馴染まないものである。

補助開始年度 昭和４７ 年度 経過年数 43 年度

交付先決定方法 　　□　非公募
（公募の場合）

公募時期

（公募の場合）
応募要件

       補助金調書

補助金名
地域振興補助金
（校区交通安全推進協議会補助金）

担当課
（連絡先）

市民局生活安全部生活安全課
（ＴＥＬ：711-4054）

交　付　先 □　団体 校区交通安全推進協議会 区分 その他の補助金



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありません。なお、
当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了のものは、交付件数およ
び交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

3,136

昭和48 42年度 年度

2,755

4

経過年数

4,718

交付先決定方法 　　□　非公募

1,992

6

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

市民局スポーツ推進部スポーツ振興課
（ＴＥＬ  711-4099　）

区体育振興会が実施する事業を補助することにより，地域におけるスポーツ・レクリエーションの振興
を図ることを目的とする。
（補助対象事業）
・区体育振興会が主催・共催するスポーツ・レクリエーション振興を目的とした事業
・区体育振興会が地域のスポーツ活動の活性化を目的として行う，地域スポーツ団体への助成事業
・その他区長が目的達成に必要と認める事業

担当課
（連絡先）

補助金名 地域振興補助金（区体育振興事業補助金）

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

本補助金は，区におけるスポーツ・レクリエーション活動の普及，振興を図り，併せて市民相互の親
睦・融和等を図ることを目的とする区体育振興会が実施する事業に対して補助を行うものであるた
め。

3

□　団体 区体育振興会 区分 その他の補助金

　□　その他

年度平成28

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

前年度補助事業
の主な実施概要

区レベルの各種スポーツ大会，研修会等を実施。

回

終期を延長する
理由

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・補助対象事業の実施に要する経費。ただし，人件費，活動内容自体の委託費，食糧費（事業
実施のため必要最小限の昼食代，弁当代，茶菓代，懇談費等は可），その他区長が不適当と
認めるものを除く。
・補助金額は予算の範囲内

補助金交付
による効果

区レベルの各種大会等を開催することによって，地域のスポーツレクリエーション活動の振興及び地
域コミュニティの活性化に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】
　区体育振興会の事業の一環で交付しており，より効率的・効果的な配分となるため。
　1団体に対する間接補助金の交付は，年度において10万円を上限とし，区体育振興会は，以下の書類に基づ
き，その成果を審査することとする。
　（1）事業計画書　　（2）収支予算書　　（3）資金計画書　　（4）補助事業に関する前年度決算書類
　（5）団体の定款や収支決算書類

当該年度



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

320

平成24 3年度 年度

280

6

経過年数

350

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

4

□　その他

年度

補助金名
地域振興補助金
（城南区地域スポーツ振興奨励事業補助金）

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　□　公募

□　団体

当該スポーツ種目の普及振興もしくは地域のスポーツ・レクリエーションの推進を目的
に区を単位として組織されたスポーツ団体

区を単位として組織された
スポーツ団体

区分

城南区総務部地域支援課
（ＴＥＬ833-4064）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

区レベルの各種スポーツ大会を実施。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

補助金を受けようとする前年度の７月初日から８月末(事
前協議を公募で受け付ける。)※平成27年度分より

（非公募の場合）
非公募の理由

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

平成28

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

当該スポーツ種目の普及振興及び城南区内の地域におけるスポーツ・レクリエーション
の推進を図ることを目的として，団体が主催する，スポーツ・レクリエーション振興を目
的とした事業を補助対象としている。

当該年度

補助金の終期

補助基本額20,000円
校区体育振興団体に推薦されたチームでの区大会を実施している場合，１大会あ
たり60,000円を加算(120,000円を上限)
高齢者もしくは障がい者で構成される団体の場合，10,000円を加算

補助金交付
による効果

区レベルの各種大会を開催することによって，地域のスポーツ・レクリエーション活動の
振興および地域コミュニティの活性化に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

140

平成18 9年度 年度

147

2

経過年数

140180

2

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

3

　　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

補助金名 地域振興補助金（南区地域スポーツ活動補助金）

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金 


交付先決定方法 　　　公募

　団体

　地域のスポーツ・レクリエーションの推進を目的に区を単位として組織された，種目別
スポーツ団体。

区レベルの
地域活動推進協議会等

区分

南区総務部企画振興課
（ＴＥＬ559-5064）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

区レベルの各種スポーツ大会等を実施。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

４月から５月末
（交付申請をする場合は，同期間内に事前協議が必要）

（非公募の場合）
非公募の理由

平成28

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

団体が主催するスポーツ・レクリエーション振興を目的とした事業等。

当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・補助対象事業の実施に要する経費。ただし，人件費，活動内容自体の委託費，
  食糧費（事業実施のため必要最小限の昼食代，弁当代，茶菓代は可），その他
  区長が不適当と認める経費を除く。

補助金交付
による効果

区レベルの各種大会等を開催することによって，地域のスポーツ・レクリエーション活動
の振興及び地域コミュニティの活性化に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・補助対象事業の実施に要する経費。ただし人件費，活動内容自体の委託費，食
糧費（事業実施のため必要最小限の昼食代，弁当代，茶菓代，懇談費等は可），
その他区長が不適当と認めるものを除く。
・補助金額は予算の範囲内。

補助金交付
による効果

　区レベルで活動することにより，校区単位ではできない規模の事業が実施できるほ
か，事業の企画・運営に携わることで地域のリーダーを育成する場にもなっている。ま
た，定期的に集まることで，校区間の情報交換の場にもなっている。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

前年度補助事業
の主な実施概要

○広報・啓発・・・区レベルのイベント開催時に啓発物を配布，広報誌作成。
○研修・・・委員研修，ブロック別研修，区全体の住民を対象とした研修等
○その他・・・定例会等による意見交換，日本女性会議への派遣，早良区のつどいの開
催など

回

終期を延長する
理由

補助金の終期

1

団体 早良区男女共同参画協議会 区分 その他の補助金

その他

年度平成２８

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助事業を行っている団体が限定されているため

補助開始年度

早良区総務部地域支援課
（ＴＥＬ　833-4403）

早良区における男女共同参画の推進を目的とし実施する事業

担当課
（連絡先）

補助金名 地域振興補助金（早良区男女共同参画推進事業補助金）

704

交付先決定方法 非公募

720

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

483

平成１７ 10年度 年度

713

1

経過年数



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

当該年度 前々々年度

5

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

918

前年度補助事業
の主な実施概要

1000

①親育て：食生活の見直しや，旬の食材を使ったおやつ作りなどを通して親自身の基本的生活習慣等の見直しを図った。
②「Ｂｏｏｋ café コトノハ」：ワークショップや絵本の読み聞かせなど交流ができる企画を実施した。
③美和台中央公園でなんかしよっか？：公園ニュースの発刊や，公園再整備に伴う使用方法の検討・イベントの実施。
④ハコザキアートウィーク／ハコフェス：放生会に合わせて，商店街にも足を運んでもらうため様々なイベントを実施。
⑤環境美化クリーン大作戦：九州産業大学の学生と協働してＪＲ香椎駅周辺の落書きを消し，更に上からアートペインティ
ングを実施した。

補助金交付
による効果

東区内の各地で様々な分野での地域主体の取り組みが増加した。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　■　その他

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
○補助対象経費
　（１）報償費　（２）旅費　（３）需用費　（４）役務費　（５）借損料及び使用料
  （６）その他

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

前年度 前々年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

【補助金の目的】
補助金は，市民自らが創意と工夫をもって，地域課題の解決や魅力づくり等に取組む草の根的事業を支援
することにより，市民一人ひとりが生きがいを持ってまちづくりに取組む「市民主体の活力あふれるまちづく
り」を促進することを目的として交付する。
【補助対象事業】
地域課題の解決や活性化等のため，自ら発意・企画し，自主的に取組む街まちづくり事業。

補助金の終期 平成２８ 年度 延長回数 0 回

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成２５ 年度 経過年数 2 年度

交付先決定方法 　　■　公募
（公募の場合）

公募時期
４月

（公募の場合）
応募要件

　
　地域の課題解決や活性化等に向け，自ら発意・企画し，自主的にまちづくり活動を行う団体であって，次の各号のいずれ
にも該当するものであること。
（１）構成員が５名以上の団体であること。
（２）営利活動を目的としない団体であること。（ただし，民間企業が社会貢献活動として応募する場合は除く。）
（３）宗教・政治活動を目的としない団体であること。
（４）自治協議会でないこと。
（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団を
いう。）又は代表者若しくは役員が暴力団員である団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこ
と。
（６）当事業において，明朗な会計，経理を実施，報告できる団体であること。
（７）当事業において，提案内容・活動内容等の公表に異議がない団体であること。
（８）本市の市税を滞納していないこと。

       補助金調書

補助金名 地域振興補助金（東区いきいきまちづくり提案事業補助金） 担当課
（連絡先）

東区総務部企画振興課
（ＴＥＬ　092-645-1014）

交　付　先 ■　団体 区レベルの地域活動推進協議会等 区分 その他の補助金



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

―

平成２６ 1年度 年度

―

―

経過年数

―

1 ―

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

その他

年度

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
○補助対象経費
  （１）来場者の案内・誘導に要する費用
  （２）会場の安全対策の検討及び警備に要する費用
  （３）花火大会を起因とする事故等に対する損害保険料
  （４）その他，花火大会を安全に安心して観覧できる環境整備に要する経費と
        して区長が認めた費用
○補助対象外経費
　（１）会議の際のお茶・茶菓子及び警備員のボランティアへの飲食物の差し入
　　　 れなどの食糧費
　（２）実行委員会・ボランティアに対する報償費，賃金，旅費
　（３）花火大会の実施に伴い発生した事故等に対する損害賠償金
○報償費の時間当たりの単価
　　　福岡市職員研修センター講師謝礼金基準単価に準ずるものとし，基準単
       価を上回る報償費の部分は補助対象外とする。
○補助金額の算定方法・考え方
　 補助対象経費の２分の１以内，予算措置額を限度額とする。（千円未満切り捨て）

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度

補助金名 地域振興補助金（東区花火大会補助金）

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 非公募

当該補助事業を実施し，補助目的を達成し得る団体がFukuoka東区花火大会実行
委員会に限定されるため

団体 Fukuoka東区花火大会実行委員会 区分

東区総務部企画振興課
（ＴＥＬ　６４５－１０１４）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

平成２８

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 ―

【補助金の目的】
　地域団体，ＮＰＯ及び市民等が共働して開催するFukuoka東区花火大会を多くの
  市民が安全に安心して観覧できる環境整備を支援すること
【補助対象事業】
　博多湾東部水域で開催されるFukuoka東区花火大会

500

―

補助金の終期

補助金交付
による効果

①花火大会の運営には多くの地域ボランティアが関わっており，本市からの補助金交
   付は，事業主催者及び関係者のモチベーションの向上に大きく寄与している。
②大会実施による香椎駅周辺地域の活性化や，夏の風物詩として東区の魅力アップ，
　 アイランドシティから御島周辺海域の親水空間のＰＲに貢献している。
③大会翌日の一般ボランティアによる清掃の実施など，地域への愛着や奉仕精神の
   醸成並びに東区地域住民や地域団体などのコミュニティの活性化や連携強化に大
   きく役立っている。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由及び再交
付先への配分基準、審査基

準



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

平成２６ 1年度 年度経過年数

800

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名
地域振興補助金
（中央区まちづくり支援事業補助金）

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 公募

団体

地域の課題解決や活性化等に向け，自ら発意・企画し，自主的にまちづくり活動を行う
団体であって，次の各号のいずれにも該当するものであること。
（１） 構成員が５名以上の団体であること。
（２） 営利活動を目的としない団体であること。（ただし，民間企業が社会貢献活動として
応募する場合は除く。）
（３） 宗教・政治活動を目的としない団体であること。
（４） 自治協議会（「自治協議会に関する要綱」第４条により登録された自治協議会をい
う。）でないこと。
（５） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は代表者若しくは役員が暴力団員である団
体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
（６） 当事業において，明朗な会計，経理を実施，報告できる団体であること。
（７） 当事業において，支援内容・活動内容等の公表に異議がない団体であること。

区レベルの地域活動推進協議会等 区分

中央区総務部企画振興課
（ＴＥＬ　092-718-1015　）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

４月

（非公募の場合）
非公募の理由

平成２８

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

【補助金の目的】
　市民自らが創意と工夫をもって，自主的に取り組む中央区の地域課題の解決や魅力
づくり等の事業を支援することにより，市民一人ひとりが生きがいを持ってまちづくりに取
組む「市民主体の活力あふれるまちづくり」を促進することを目的として交付する。
【補助対象事業】
地域の課題解決や魅力づくり向上等のため，自ら発意・企画し，自主的に取組むまちづ
くり事業。

当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　○補助対象経費
　（１）報償費　（２）旅費　（３）備品・印刷消耗品費　（４）役務費
　（５）借損料及び使用料　（６）その他

補助金交付
による効果

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・補助対象事業の実施に要する経費。ただし，人件費，活動内容自体の委託費，
  食糧費（事業実施のため必要最小限の昼食代，弁当代，茶菓代は可），その他
  区長が不適当と認める経費を除く。
・100，000円を限度。

補助金交付
による効果

祭りを振興することにより，その保存，発展に寄与するとともに，地域振興の核となる拠
点の振興・創造に寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

Ｈ28

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

南区で開催される祭りを振興することにより，その保存，発展に寄与するとともに，地域
振興の核となる拠点の振興・創造に寄与することを目的とする。
南区内で継続して開催され，複数校区からの参加及び区内広範囲からの集客が見込
まれる祭り事業。

前年度補助事業
の主な実施概要

南区内で継続して開催され，複数校区からの参加及び区内広範囲からの集客があった
祭り事業を実施。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

６月から７月末（交付申請をする場合は，同期間内に事前
協議が必要）

（非公募の場合）
非公募の理由

　団体

南区内で継続して開催され，複数校区からの参加及び区内広範囲からの集客が見込
まれる祭り事業。

区レベルの
地域活動推進協議会等

区分

南区総務部企画振興課
（ＴＥＬ559-5064）

担当課
（連絡先）

補助金名 地域振興補助金（南区祭り振興事業補助金）

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金 

交付先決定方法 　　　公募

100

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

1

　　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

Ｈ25 2年度 年度

100

経過年数



　

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

500

平成18 9年度 年度

500

1

　板屋町内会を初め自治協議会等の自治組織やその他各種団体が参加・協力して企
画・運営している板屋地区活性化事業（せふりの杜木の葉祭）に支援を行うことにより，
この事業を通じて板屋地区と市民との交歓・交流を深めるとともに，自然豊かな地域の
魅力を発信し，板屋地区の活性化を図るもの。

交付先決定方法 　　■　非公募

500

1

前々年度

（公募の場合）
公募時期

補助開始年度 経過年数

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

板屋地区の活性化を図ることを目的とし，同地区に係る自治組織や各種団体で構成された実行
委員会が行う事業であり，当該事業を行う団体が限定されるため

担当課
（連絡先）

補助金名 地域振興補助金（板屋地区活性化事業補助金）
早良区総務部企画課
（ＴＥＬ　８３３－４４１２）

　■　定率

年度

1

■　団体 せふりの杜木の葉祭実行委員会 区分 その他の補助金

0補助金の終期 平成28

前年度補助事業
の主な実施概要

○対象　全市民　　○時期　平成２５年９月２２日（日）
○内容
・開会式典
・自治協議会，早良中学校，板屋学園，商工会等による歌や演奏，踊り等のイベントステージ
・丸太早切り大会やじゃいけん大会のイベント
・山歩きと樹木調査を行う事業やペンダントや鉛筆づくりなどのクラフト教室
・板屋地区などで生産された農作物等の物産販売
・板屋の魅力や背振少年自然の家・水道局等の事業内容をパネル・チラシ等で紹介
○企画運営
板屋町内会，脇山校区自治協議会，板屋学園，早良商工会，森林組合，オイスカ西日本研修センター，水道局，背振少
年自然の家，脇山公民館，早良区役所等で組織する実行委員会において企画運営する。

回

終期を延長する
理由

500

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

当該年度

補助金交付
による効果

　板屋地区は，市内でも極端に高齢化が進み，地域コミュニティの維持・活性化が課題となっているが，板
屋町内会・自治協議会等の自治組織やその他各種団体が協力して企画・運営する板屋地区活性化事業
（せふりの杜木の葉祭）へ支援を行うことにより，自然豊かな地域の魅力を情報発信することで板屋地区に
多くの市民が集い，交流の輪が広がり様々な支援に繋がっている。
  また，板屋地区には航空自衛隊脊振山分屯基地や板屋学園があり，事業を契機として両者と板屋地区を
初め自治組織との交流が深まり，ネットワークが広がることで様々な支援に繋がり，これにより災害発生時
の緊急時における支援・救助活動への協力，また地区で実施される他のイベントや事業等への参加などに
より，板屋地区を孤立させないための積極的な支援に発展し，地区住民の安全・安心にも寄与している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
総事業費の３分の１以内（５０万円を限度）
（※板屋地区活性化事業補助金交付要綱第４条）交付対象経費及び

補助金の算定方法等



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。
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平成２４ 3年度 年度

400

1

経過年数

交付先決定方法 　　　非公募

400

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

西区総務部地域支援課
（ＴＥＬ　895-7036　）

補助金の目的）地域の伝統芸能を活用し，市民が人権尊重や男女共同参画を推進す
る地域コミュニティ活動へ参加する意識を醸成する。
補助対象事業）今津人形芝居の振興・情報の発信，後継者育成，公演活動など

担当課
（連絡先）

補助金名
地域振興補助金
(人形芝居による地域活動参加啓発事業補助金）

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

今津人形芝居に関する活動を通じた地域コミュニティ支援を主たる目的としており，対
象団体が限られる。

1

団体 今津人形芝居実行委員会 区分 その他の補助金

　■　定額
　□　定率
　□　その他

年度平成２８

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 －

前年度補助事業
の主な実施概要

・人形芝居の指導・育成
・人形芝居定期公演の実施

回

終期を延長する
理由

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　交付申請を受けた内容について，予算額を上限として補助対象経費と認めた額

補助金交付
による効果

・人形芝居鑑賞という誰もが気軽に参加できる活動を通じてコミュニティ活動参加や人
権尊重啓発の機運の醸成
・地域の伝統芸能の保全・育成

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度



件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　交付申請を受けた内容について，予算額を上限として補助対象経費と認めた額

補助金交付
による効果

・海岸一帯の美観の形成及び維持
・防風林としての機能保持
・活動を通じた地域コミュニティの良好な関係構築

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 －

前年度補助事業
の主な実施概要

・除草，松枯れ等の除伐，松の補植・施肥などの作業

回

終期を延長する
理由

補助金の終期

1

団体 今津松原を守る会 区分 その他の補助金

　■　定額
　□　定率
　□　その他

年度平成28

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

地域課題を地域で解決しようとして始まった事業について，支援の必要性を判断したも
のであり競争性になじまない。

補助開始年度

西区総務部地域支援課
（ＴＥＬ　895-7036　）

補助金の目的）地域住民団体の活動を支援することにより，海岸一帯の美観の形成及
び維持，防風林としての機能保持等並びに活動を通じた地域コミュニティの良好な関係
構築に寄与すること。
補助対象事業）除草，松枯れ等の除伐，松の補植・施肥などの作業，関連する学習会
の開催等

担当課
（連絡先）

補助金名
地域振興補助金
(今津大原海岸松原再生支援事業補助金）

交付先決定方法 　　　非公募

200

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

200

平成24 3年度 年度

200

1

経過年数
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